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第
百
十
二
条

次
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
学
年
に
よ
る
教
育
課
程
の
区
分

を
設
け
な
い
場
合
に
お
け
る
入
学
等
に
関
す
る
特
例
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
単
位
制
高
等
学
校
教
育
規
程
の
規

定
を
準
用
す
る
。

第
百
十
三
条

第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
（
第
四
十
六
条
を
除
く
。）、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
七
条
、
第

五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で
（
第
六
十
九
条
を
除
く
。）、
第
八
十
二
条
、
第
九
十
一
条
及
び

第
九
十
四
条
の
規
定
は
、
中
等
教
育
学
校
に
準
用
す
る
。

２

第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
準
用
す
る
。

３

第
八
十
一
条
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
三
条
、
第
九
十
六
条
か
ら
第
百
条
ま
で
、
第
百
一
条
第

二
項
、
第
百
二
条
、
第
百
三
条
第
一
項
及
び
第
百
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
六
条
中
「
第
八
十
五
条
又
は
第
八
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
条
第

二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
八
十
五
条
又
は
第
八
十
六
条
」
と
、「
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
四
条
」

と
あ
る
の
は
「
第
百
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
文
部
科

学
大
臣
が
公
示
す
る
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

併
設
型
中
学
校
及
び
併
設
型
高
等
学
校
の
教
育
課
程
及
び
入
学

第
百
十
四
条

併
設
型
中
学
校
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
課
程
の
基
準
の

特
例
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

併
設
型
高
等
学
校
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
第
六
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
課
程
の
基
準
の
特
例
と

し
て
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
五
条

併
設
型
中
学
校
及
び
併
設
型
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
中
学
校
に
お
け
る
教
育
と
高
等
学
校
に
お
け

る
教
育
を
一
貫
し
て
施
す
た
め
、
設
置
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
教
育
課
程
を
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
十
六
条

第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
併
設
型
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
当
該
高
等
学
校
に
係

る
併
設
型
中
学
校
の
生
徒
に
つ
い
て
は
入
学
者
の
選
抜
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

第
百
十
七
条

第
百
七
条
及
び
第
百
十
条
の
規
定
は
、
併
設
型
中
学
校
に
準
用
す
る
。

第
四
章
を
削
り
、
第
五
十
五
条
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
六
章

高
等
学
校

第
一
節

設
備
、
編
制
、
学
科
及
び
教
育
課
程

第
八
十
条

高
等
学
校
の
設
備
、
編
制
、
学
科
の
種
類
そ
の
他
設
置
に
関
す
る
事
項
は
、
こ
の
節
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
高
等
学
校
設
置
基
準
（
平
成
十
六
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
八
十
一
条

二
以
上
の
学
科
を
置
く
高
等
学
校
に
は
、
専
門
教
育
を
主
と
す
る
学
科
ご
と
に
学
科
主
任
を
置
き
、

農
業
に
関
す
る
専
門
教
育
を
主
と
す
る
学
科
を
置
く
高
等
学
校
に
は
、
農
場
長
を
置
く
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
項
に
規
定
す
る
学
科
主
任
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置

く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
学
科
主
任
を
、
第
五
項
に
規
定
す
る
農
場
長
の
担
当
す
る
校
務
を
整

理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
農
場
長
を
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
な
い
こ
と
が
で

き
る
。

３

学
科
主
任
及
び
農
場
長
は
、
指
導
教
諭
又
は
教
諭
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

４

学
科
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、当
該
学
科
の
教
育
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
連
絡
調
整
及
び
指
導
、

助
言
に
当
た
る
。

５

農
場
長
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
農
業
に
関
す
る
実
習
地
及
び
実
習
施
設
の
運
営
に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ

ど
る
。

第
八
十
二
条

高
等
学
校
に
は
、
事
務
長
を
置
く
も
の
と
す
る
。

２

事
務
長
は
、
事
務
職
員
を
も
つ
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

３

事
務
長
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
十
三
条

高
等
学
校
の
教
育
課
程
は
、
別
表
第
三
に
定
め
る
各
教
科
に
属
す
る
科
目
、
特
別
活
動
及
び
総
合
的

な
学
習
の
時
間
に
よ
つ
て
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
四
条

高
等
学
校
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
課
程
の
基
準
と
し
て

文
部
科
学
大
臣
が
別
に
公
示
す
る
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
五
条

高
等
学
校
の
教
育
課
程
に
関
し
、
そ
の
改
善
に
資
す
る
研
究
を
行
う
た
め
特
に
必
要
が
あ
り
、か
つ
、

生
徒
の
教
育
上
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣

が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
六
条

高
等
学
校
に
お
い
て
、
学
校
生
活
へ
の
適
応
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
相
当
の
期
間
高
等
学
校
を
欠
席

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
生
徒
、
高
等
学
校
を
退
学
し
、
そ
の
後
高
等
学
校
に
入
学
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る

者
又
は
学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
の
入
学
資
格
を
有
す
る
が
、
高
等
学
校
に
入
学
し
て
い

な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
実
態
に
配
慮
し
た
特
別
の
教
育
課
程
を
編
成
し
て
教
育
を
実
施
す

る
必
要
が
あ
る
と
文
部
科
学
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
七
条

高
等
学
校
（
学
校
教
育
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
中
学
校
に
お
け
る
教
育
と
一
貫
し
た
教
育
を

施
す
も
の
（
以
下
「
併
設
型
高
等
学
校
」
と
い
う
。）を
除
く
。）に
お
い
て
は
、
中
学
校
に
お
け
る
教
育
と
の
一
貫

性
に
配
慮
し
た
教
育
を
施
す
た
め
、
当
該
高
等
学
校
の
設
置
者
が
当
該
中
学
校
の
設
置
者
と
の
協
議
に
基
づ
き
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
教
育
課
程
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
教
育
課
程
を
編
成
す
る
高
等
学
校
（
以
下
「
連
携
型
高
等
学
校
」
と
い
う
。）は
、
連
携
型

中
学
校
と
連
携
し
、
そ
の
教
育
課
程
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
八
条

連
携
型
高
等
学
校
の
教
育
課
程
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
課
程
の
基
準

の
特
例
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
九
条

高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
検
定
を
経
た
教
科
用
図
書
又
は
文
部
科
学
省
が
著
作
の

名
義
を
有
す
る
教
科
用
図
書
の
な
い
場
合
に
は
、
当
該
高
等
学
校
の
設
置
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
適

切
な
教
科
用
図
書
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節

入
学
、
退
学
、
転
学
、
留
学
、
休
学
及
び
卒
業
等

第
九
十
条

高
等
学
校
の
入
学
は
、
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
調
査
書
そ
の
他
必
要
な
書
類
、
選
抜

の
た
め
の
学
力
検
査
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
学
力
検
査
」
と
い
う
。）の
成
績
等
を
資
料
と
し
て
行
う
入
学
者

の
選
抜
に
基
づ
い
て
、
校
長
が
許
可
す
る
。

２

学
力
検
査
は
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３

調
査
書
は
、
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、
入
学
者
の
選
抜
の
た
め
の
資
料
と
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

４

連
携
型
高
等
学
校
に
お
け
る
入
学
者
の
選
抜
は
、
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
編
成
す
る
教
育
課
程
に

係
る
連
携
型
中
学
校
の
生
徒
に
つ
い
て
は
、
調
査
書
及
び
学
力
検
査
の
成
績
以
外
の
資
料
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

５

公
立
の
高
等
学
校
に
係
る
学
力
検
査
は
、
当
該
高
等
学
校
を
設
置
す
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
教
育
委
員
会

が
行
う
。

第
九
十
一
条

第
一
学
年
の
途
中
又
は
第
二
学
年
以
上
に
入
学
を
許
可
さ
れ
る
者
は
、
相
当
年
齢
に
達
し
、
当
該
学

年
に
在
学
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
と
す
る
。

第
九
十
二
条

他
の
高
等
学
校
に
転
学
を
志
望
す
る
生
徒
の
あ
る
と
き
は
、
校
長
は
、
そ
の
事
由
を
具
し
、
生
徒
の

在
学
証
明
書
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
転
学
先
の
校
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
転
学
先
の
校
長
は
、
教
育

上
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
転
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

全
日
制
の
課
程
、
定
時
制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
相
互
の
間
の
転
学
又
は
転
籍
に
つ
い
て
は
、
修
得
し
た

単
位
に
応
じ
て
、
相
当
学
年
に
転
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
三
条

校
長
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
生
徒
が
外
国
の
高
等
学
校
に
留
学
す
る
こ
と
を
許
可
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
留
学
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
生
徒
に
つ
い
て
、
外
国
の
高
等
学
校
に
お
け
る

履
修
を
高
等
学
校
に
お
け
る
履
修
と
み
な
し
、
三
十
単
位
を
超
え
な
い
範
囲
で
単
位
の
修
得
を
認
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
単
位
の
修
得
を
認
定
さ
れ
た
生
徒
に
つ
い
て
、
第
百
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
五
十
九
条
又
は
第
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
年
の
途
中
に
お
い
て
も
、
各
学
年
の
課
程
の
修
了
又

は
卒
業
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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